
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ２年 ３月 
 

東京都北区 

「みんなでつくる北区景観百選 2019」の選定 

「中央公園周辺地区」を景観形成重点地区に追加 

追 録 版 



  北区景観づくり計画の変更について 

 
 北区は、平成２７年４月１日に景観行政団体となり、同年９月に「北区景観

づくり計画」を策定し、平成 27 年 10 月 1 日より区の特性を活かした景観ま

ちづくりを進めています。 

 今回の変更は、平成 29 年度から 30 年度にかけて区内外の皆様の投票によ

り選定した「みんなでつくる北区景観百選２０１９」について、地域ごとの景

観特性の項目に追加するとともに、平成 30 年度から地域の皆様とワークショ

ップにより景観まちづくりの検討を行ってきました「中央公園周辺地区」につ

いて「景観形成重点地区」への追加を行うものです。 

 本計画の変更は、令和２年４月１日より運用いたします。 

 

令和２年 3 月 

北区まちづくり部都市計画課 
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 北区景観づくり計画 P.94 第４章 2.届出対象の考え方 

（１）届出対象地区に関する考え方の表中「２．景観形成重点地区」に「中央公   

 園周辺地区」を追加し「３．景観形成方針地区」から「中央公園周辺地区」を     

 削除 

 

■一般地区 

 対象区域 方針 基準 

１．一般地区    

浮間地域 特定地区を除く、浮間地域全域 ○ 

○ 

赤羽東地域 特定地区を除く、赤羽東地域全域 ○ 

赤羽西地域 特定地区を除く、赤羽西地域全域 ○ 

王子東地域 特定地区を除く、王子東地域全域 ○ 

王子西地域 特定地区を除く、王子西地域全域 ○ 

滝野川東地域 特定地区を除く、滝野川東地域全域 ○ 

滝野川西地域 特定地区を除く、滝野川西地域全域 ○ 

 

■特定地区 

 対象区域 方針 基準 

２．景観形成重点地区    

西が丘地区 西が丘一丁目、西が丘二丁目、赤羽西三丁目及び赤

羽西四丁目各地内 
○ ○ 

隅田川沿川地区 隅田川の区域及び隅田川の両側からそれぞれ 50ｍ

の陸上の区域 
○ ○ 

旧古河庭園周辺地区 旧古河庭園の外周線からおおむね 200m の区域 ○ ○ 

中央公園周辺地区 上十条一丁目、中十条一丁目、王子本町二丁目、王

子本町三丁目及び十条台一丁目各地内 
○ ○ 

３．景観形成方針地区    

飛鳥山公園周辺地区 － ○ 

※ 

石神井川沿川地区 － ○ 

崖線沿線地区 － ○ 

都電沿線地区 － ○ 

荒川沿川地区 － ○ 

※ 景観形成方針地区の届出対象規模及び景観形成基準は、一般地区又は景観形成重点地

区と同様の基準を適用します。  
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 北区景観づくり計画 P.98 第４章 2.届出対象の考え方 

 （2）届出対象の表「届出対象地区」の「2.景観形成重点地区」に「中央公園   

 周辺地区」を追加し、「届出対象行為・届出対象規模」に基準を追加する 

 また、「３.景観形成方針地区」から「中央公園周辺地区」を削除 

 

特定地区の届出対象地区・届出対象行為・届出対象規模 

 

届出対象地区 届出対象行為・届出対象規模 

２．景観形成重点地区 

・中央公園周辺地区 

（上十条一丁目、中十

条一丁目、王子本町

二丁目、王子本町三

丁目及び十条台一丁

目各地内）） 

  

建築物 

＜届出行為＞ 

・ 大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合し

ていない塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築物の高さが 15ｍ以上又は延べ面積が 800 ㎡以上 

工作物 

＜届出行為＞ 

・ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない

塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）

及び北区条例規則で定める工作物（北区景観づくり計画 P.103 参照） 

開発行為 

＜届出行為＞ 

・ 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為 

＜届出規模＞ 

・ 開発区域面積が 500 ㎡以上 

   

３．景観形成方針地区 

・飛鳥山公園周辺地区  

・石神井川沿川地区 

・崖線沿線地区 

・都電沿線地区 

・荒川沿川地区 

 

一般地区又は景観形成重点地区の 

届出対象行為・届出対象規模を適用します。 
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 北区景観づくり計画 P.107 第 5 章 ２．特定地区の景観づくり 

  （１）特定地区の指定 ②特定地区の指定 

  「中央公園周辺地区」を景観形成方針地区から景観形成重点地区へ変更 

 

②特定地区の指定 

特定地区の指定の考え方に基づき、西が丘地区、隅田川沿川地区、旧古河庭園

周辺地区、中央公園周辺地区の 4 地区を景観形成重点地区に、飛鳥山公園周辺

地区、石神井川沿川地区、崖線沿線地区、都電沿線地区、荒川沿川地区の 5 地

区を景観形成方針地区に指定します。 

 

景観形成重点地区及び景観形成方針地区の指定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観形成重点地区 

 

景観形成方針地区 

 

一般地区 

①飛鳥山公園周辺地区 ③旧古河庭園周辺地区 

④都電沿線地区 

一般地区 

②隅田川沿川地区 

①西が丘地区 

⑤荒川沿川地区 

②石神井川沿川地区 

③崖線沿線地区 

④中央公園周辺地区 
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 ④中央公園周辺地区 

1)地区の概要と「区域の設定」 

公園や陸上自衛隊十条駐屯地、教育施

設や集合住宅など、大規模な土地利用が

大半を占めるこの地区は、公共施設等を

中心にゆとりのある、みどり豊かな景観

が形成されています。 

軍用地跡地に整備された中央公園、既

存の赤レンガ倉庫を活かした中央図書館

など、地区内の景観資源との調和に配慮

した景観づくりを図るため、特性に応じ

た景観づくりを進めることが望ましい地

区です。 

 

2)景観まちづくりの目標 

中央公園周辺地区の景観特性を踏まえ、以下のとおり景観まちづくりの目標を設定

し、地区住民の皆様と協働しながら、良好な景観づくりをめざします。 

 

１ みどり豊かでゆとりの感じられる景観を保全します 

陸上自衛隊十条駐屯地や十条富士見中学校、東京都立北療育医療センターなどの

公共施設等が立地し、大規模な土地利用が中心となっています。また、中央公園周

辺を中心に並木が整備され、みどり豊かな景観が形成されています。建替えなどに

あたっては、みどりを保全しゆとりの感じられる景観を維持します。 

２ うるおいのある景観を演出するため、緑化に努めます 

公共施設等とともに、都営王子本町アパートなどの集合住宅や、閑静な住宅地も

見られます。地区一帯のみどりを保全するとともに、新たなみどりの創出を図り、

花とみどりがあふれるうるおい豊かな景観づくりに努めます。 

３ 景観資源と調和したまちなみの形成を図ります 

既存の赤レンガ倉庫を活かして整備された中央図書館、旧陸軍東京第一造兵廠（兵

器工場）の建物を利用した中央公園文化センター、北区景観賞の東京成徳大学十条

台キャンパス、既存のレンガを再利用した十条富士見中学校の外塀などの景観資源

と調和するまちなみの形成を図ります。  

中央公園周辺の区域 

位

置 

上十条一丁目、中十条一丁目、王子本

町二丁目、王子本町三丁目及び十条台

一丁目各地内 

 

 北区景観づくり計画 P.1３４ 第 5 章 ２．特定地区の景観づくり 

（２）景観形成重点地区「④中央公園周辺地区」を追加 
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3)良好な景観づくりに関する方針（景観法第 8 条第 3 項） 

景観まちづくりの目標を実現するための方針として、以下のとおり良好な景観づく

りに関する方針を定めます。 

 

１ 公共施設等や大規模な建築物の整備にあたり、景観に配慮します 

  公共施設等や大規模な建築物の整備にあたっては、良好な景観を損なわないよう

に既存の樹木や建築物等の配置に配慮し、うるおいとゆとりのある地区の良好な

景観の保全に努めます。 

 

２ 身近な空間における緑化を進めます 

  地区全体のみどりを活かしながら、道路に面した空地や庭先などの身近な空間へ

の緑化により、花とみどりがあふれるうるおいのある景観づくりを進めます。 

 

３ 地区内の景観資源と調和した、地区にふさわしい景観づくりに努めます 

  地区内に点在する景観資源を活かし、周辺のまちなみと調和したデザインとなる

よう配慮し、地域の雰囲気に合った景観づくりに努めます。 
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4)景観形成基準（景観法第 8 条第 2 項第 2 号） 

中央公園周辺地区の良好な景観づくりを図るため、景観まちづくりの目標や方針を

踏まえて、以下のとおり景観形成基準を定め、事前協議や届出をとおして助言や指導

を行うことにより、良好な景観づくりを誘導します。 

 

建築物 

＜届出行為＞ 

・大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない塗替を

含む） 

＜届出規模＞ 

・建築物の高さが 15ｍ以上又は延べ面積が 800 ㎡以上 

＜景観形成基準＞ 

次表のとおりとします。 

項目 景観形成基準 

配置 

【配置】 

○建築物の壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、沿道のまち

なみに配慮した配置とします。 

○建築物の配置は、道路側にオープンスペースや植栽などを設け、道路への

圧迫感を軽減するような配置とします。 

高さ 

・ 

規模 

【高さ】 

○建築物の高さは、土地利用に応じてまちなみのスカイラインとの調和を図り、

道路に面した敷地や、中央公園に隣接した敷地では、道路や中央公園への

圧迫感に配慮し、突出した高さとならないようにします。 

形態 

・ 

意匠 

・ 

色彩 

【形態・意匠】 

○建築物の形態・意匠は、建築物自体及び隣接する建築物とのバランスを含

め、中央公園周辺地区のまちなみに調和したものとします。 

○低層部については、外壁の素材や意匠についてレンガを利用しているまちな

みと調和するよう配慮します。 

○建築物の外壁は、長大な壁面を生じさせないようにし、壁面を分割するな

ど、道路や中央公園への圧迫感に配慮します。 

【色彩】 

○建築物の外壁や屋根の色彩は、別途定める色彩基準に適合するようにし、

低・中彩度の範囲内を原則として、落ち着きのある雰囲気となるよう、周辺と

の調和に配慮します。強い色調はアクセントとして用いるにとどめます。 
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項目 景観形成基準 

形態 

・ 

意匠 

・ 

色彩 

【ベランダ・バルコニー等】 

○べランダ・バルコニーや付随する構造物などは、形やデザインについて建築

物本体との調和を図るとともに、道路や中央公園からの見え方についても配

慮します。 

公開 

空地 

・ 

外構 

・ 

緑化 

等 

【外構】 

○外構計画は、隣接する敷地や道路など、周辺のまちなみとの調和を図った

色調や素材とします。 

○道路沿いにオープンスペースを確保し、道路などの公共空間や隣接するオ

ープンスペースとの連続性に配慮して、まちなみと調和した一体的な空間と

します。 

【緑化】 

○敷地内は、道路に面する部分の緑化を図り、沿道の緑との連続性を確保し、

うるおいのある空間を創出します。 

【附帯施設】 

○建築物に付随する室外機などの設備機器等は、道路から直接見えないよう

に設置位置を工夫するとともに、建築物との調和に配慮します。 

○駐車場・駐輪場は、配置やデザインについても配慮します。また、周囲に生

垣等の緑化を行うなど、道路からの見え方にも配慮します。 

○廃棄物保管所は、配置や仕上げについて、まちなみとの調和に配慮します。 

その他 

【照明】 

○夜間の景観を落ち着きのあるものとするため、過度な照明を道路や中央公

園に向けないようにします。 
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色彩基準は、次表に定めるとおりとします。 

基準の適用部位 色相 明度 彩度 

外壁基本色※1 R 4 以上 8.5 未満の場合 6 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

0YR～4.9YR 4 以上 8.5 未満の場合 4 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 4 以上 8.5 未満の場合 6 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他 4 以上 8.5 未満の場合 2 以下 

8.5 以上の場合 1 以下 

強調色※1 R  

― 

6 以下 

0YR～4.9YR 4 以下 

5.0ＹR～5.0Y 6 以下 

その他 2 以下 

アクセント色※1 ― ― ― 

屋根色 

（勾配屋根） 

5.0YR～5.0Y 
6 以下 

4 以下 

その他 2 以下 

※１ 外壁基本色：外壁各面の 4/5 以上で使用可能 

   強 調 色：外壁各面の 1/5 以下で使用可能 

   アクセント色：外壁各面の 1/20 以下で使用可能 

強調色とアクセント色の総量は外壁各面の 1/5 以内とします。 

 

※  その他、良好な景観の形成に貢献するなど、本計画の実現に資する色彩計画については、

景観づくり審議会の意見を聴取した上で、この基準によらないことができる。 
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※ 印刷物による発色と実際のマンセル値は色彩が異なります。 

※ 上図は、前ページの表の一部を参考に示したものです。  

図：株式会社カラープランニングセンター作成 
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工作物 

＜届出行為＞ 

・工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）及び北区条

例規則で定める工作物（北区景観づくり計画 P.103 参照） 

＜景観形成基準＞ 

次表のとおりとします。 

項目 景観形成基準 

配置 

【配置】 

○道路などの公共空間と連続したオープンスペースの確保や、配置の工夫な

ど、まちなみとの調和に配慮します。 

高さ 

・ 

規模 

【規模】 

○まちなみに調和し圧迫感を感じさせないような間隔を確保します。 

○道路への圧迫感を感じる長大な壁面の工作物とならないよう配慮します。 

形態 

・ 

意匠 

・ 

色彩 

【形態・意匠】 

○工作物の形態・意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮します。 

○擁壁は壁面緑化などにより、周辺のまちなみとの調和やうるおいの創出に努め

ます。 

【色彩】 

○工作物の色彩は、建築物の景観形成基準における色彩基準への適合を図

り、まちなみとの調和に配慮します。強い色調は、アクセントとして用いるにとど

めます。 

緑化 

【緑化】 

○道路沿いを中心に敷地内や壁面などを緑化することにより、まちなみとの調和

やうるおいの創出に努めます。 

※ 工作物の色彩については、建築物の外壁基本色の基準と同様とします。ただし、他の法令

等で使用する色彩が決められているものは、この限りではありません。また、橋梁等で区

民になじみが深く、地域のイメージの核となっており、地域のランドマークの役割を果た

しているもの、その他、良好な景観の形成に貢献するなど、本計画の実現に資する色彩計

画については、景観づくり審議会の意見を聴取した上で、この基準によらないものにでき

ることとします。 
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開発行為 

＜届出行為＞ 

・都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為 

＜届出規模＞ 

・開発区域面積が 500 ㎡以上 

＜景観形成基準＞ 

次表のとおりとします。 

項目 景観形成基準 

土地

利用 

○周辺のまちなみとの調和に配慮した土地利用計画とします。 

○区画割りによって不整形な土地が生じる場合には、緑地や小広場として活用

するなど、地域の良好な景観づくりに配慮します。 

○区画は、オープンスペースが道路などの公共空間や隣接するオープンスペ

ースと連続的になるよう配慮します。 

○電線類は、道路を新たに整備する際に地中化したり目立たない場所に設置

する等の工夫をします。 

造成 

等 

○大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにします。 

○擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより圧迫感を軽減します。 
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